
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  名目役員に対する報酬                   

Ｑ：取締役が退任することになりましたの

で、自分の妻を新任の取締役にしようと思っ

ています。専業主婦の妻に報酬を支給しても

問題ありませんか？                                    

                                             

Ａ：その報酬の額が職務の内容等に照らし

て適正であれば問題ありません。 

【解説】 

法人税では、会社の支給する役員報酬が、

定款又は株主総会等の決議によって、あらか

じめ定められた支給基準に基づいて規則的に

支給されており、その報酬の額が適正である

と認められるものであれば損金の額に算入さ

れることになっています。なお、ここでいう

役員とは、会社の取締役、監査役、理事、監

事、清算人等、会社の経営に従事している者

をいいますので、会社が支給する金品が役員

報酬として認められるためには、支給を受け

る者が「会社の経営に従事」していなければ

なりません。 

ご質問の場合、専業主婦である奥さんを役

員にするということですが、奥さんが会社の

経営に従事していないのであれば、奥さんに

支給する役員報酬は税務上の役員報酬とはな

らず、その支給が、あなたの給与所得の分散

を図るものであると認められる場合は、あな

たに対して支払われた報酬として認定される

ことになります。また、役員として経営に従

事しているということであれば、その報酬の

額が、職務の内容等に照らして適正と認めら

れる金額であれば、損金の額に算入されます。 
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